
 

「みやぎ水産の日」PR動画作成等業務 

企画提案募集に関する質問に対する回答 

 

令和６年７月３１日 

No 質問事項 回答 

1 業務仕様書４（２）イ①に記載の

「みやぎ水産の日」令和 6年度テー

マ食材(ホタテガイ、イワシ、アナ

ゴ、マグロ)に関しての質問です。 

過去のテーマ食材を参照すると、ホ

タテガイは２月、イワシは６月、ア

ナゴは８月、マグロは１０月となっ

ております。本業務は契約満了日の

令和７年３月３１日までに遂行およ

び成果品の納品が可能な提案が必須

でしょうか。 

必須です。 

2 プレゼンテーション開催日の令和 6

年 8月 28日は既に予定があり参加で

きない可能性があります。代理人を

立てることは可能でしょうか。 

可能です。ただし、プレゼンテーションへの参加者は、

企画提案参加申込を提出した事業者内で調整してくださ

い。 

3 募集要領、第３応募資格について記

載が無かったので確認をさせてくだ

さい。 

宮城県内の入札資格を持っていない

県外の業者でも、応募は可能でしょ

うか？ 

可能です。 

4 調理撮影について、宮城県外でも可

能でしょうか？ 

※調理は、料理研究家への依頼を考

えています。県内、もしくは、県外

の方を選定する材料にしたいと思っ

ています。 

可能です。ただし、宮城県外で撮影する場合は、「宮城

県外である」ことをイメージさせるような要素が写り込

まないように配慮してください。 

5 仕様書４（２）イ 動画コンテンツの

作成につきまして、魚のさばき方の

シーンは必要でしょうか。 

必須ではありません。 

6 仕様書４（２）イ 動画コンテンツの

作成につきまして、ご提供可能な映

像・画像の素材はありますでしょう

か。 

「みやぎ水産の日」のロゴマークと、下記 URL３種類の

ロゴマークが提供可能です。なお、３種類のロゴマーク

は下記 URL よりダウンロードして使用可能です。 

その他の映像・画像の素材については、権利関係の確認

が必要なため、受注者決定後に協議することとします。 

 



ロゴマーク： 

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/suishin/suishin-

rogo3.html  

7 仕様書４（２）イ 動画コンテンツの

作成につきまして、「みやぎ水産の

日」のロゴは使用したほうがいいで

しょうか。また、その場合 

ロゴデータは支給いただけますでし

ょうか。 

「みやぎ水産の日」のロゴを使用することが望ましいで

す。「みやぎ水産の日」のロゴマークを使用する場合

は、当課より提供いたします。 

8 仕様書４（２）ハ PR チラシの作成

につきまして、B6 サイズとのことで

すが、タテ／ヨコの指定はあります

でしょうか。 

ありません。 

9 仕様書４（２）ハ PR チラシの作成

につきまして、掲載するレシピの数

は指定はありますでしょうか。 

ありません。 
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